
「
主
四
時
」
と
月
令

敦
埠
懸
泉
置
出
土

『
四
時
月
令
詔
候
』

を
手
掛
か
り
と
し
て
|

馬

場

理

恵

子

は
じ
め
に

一
九
九
O
年
十
月
か
ら
一
九
九
一
一
年
十
二
月
に
及
ぶ
敦
憧
懸
泉
置
遺
祉
の
発
掘
に
お
い
て
、
筒
腹
吊
書
を
主
と
す
る
大
量
の
文
物
が
獲
得

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
発
掘
成
果
に
つ
い
て
は
、
『
文
物
』
二

0
0
0年
第
五
期
に
報
告
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
「
使
者
和
中
所
督
察

詔
書
四
時
月
令
五
十
保
」
と
題
さ
れ
た
壁
書
(
以
下
「
四
時
月
令
詔
僚
』
と
表
記
)
の
紹
介
が
さ
れ
て
い
る
(1)
。

壁
書
冒
頭
に
、
「
太
皇
太

后
詔
日
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
が
、
前
漢
の
元
始
五
(
後
五
)
年
に
元
太
皇
太
后
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
詔
書
と
確
認
で
き
る
。
内

容
は
主
に
、
太
皇
太
后
の
詔
文
、
「
和
中
下
発
郡
太
守
」
の
例
言
、
十
二
ヶ
月
の
政
事
の
事
項
(
月
令
五
十
条
)
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
(
2
)
O

『
四
時
月
令
詔
候
』
の
月
令
部
分
の
王
な
内
容
は
、
「
口
口
氏
春
秋
』
十
二
紀
や
『
溢
南
子
』
時
則
訓
『
礼
記
』
月
令
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
り
、
農
事
規
定
な
ど
の
重
要
事
項
が
特
記
さ
れ
て
い
る
互
ロ
『
四
時
月
令
認
候
』
の
形
式
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
伝
世
文
献
史
料
で
我
々

が
確
認
で
き
る
月
令
の
内
容
に
沿
っ
た
時
禁
事
項
に
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
従
事
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
月
令

の
規
定
を
地
方
官
吏
に
周
知
さ
せ
、
そ
の
徹
底
を
図
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
玉
。
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地
方
行
政
に
お
け
る
時
禁
事
項
に
関
す
る
規
定
は
、
秦
及
び
前
漢
初
期
に
す
で
に
そ
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
四
時
月
令
詔
候
』
で



し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
は

「
四
時
月
令
詔
候
』
が
作
り
出
さ
れ
た
背
景
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
藤
田
勝
久
氏
が
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も
規
定
さ
れ
て
い
る
山
林
薮
津
な
ど
の
自
然
環
境
の
管
理
、
及
び
農
業
ー
保
護
な
ど
は
、
為
政
者
の
重
要
な
経
済
的
基
礎
を
形
成
す
る
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
(
5
)
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
『
四
時
月
令
詔
僚
』
は
、
国
家
に
よ
る
農
業
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
、
王

葬
期
に
「
尚
書
』
や
『
周
礼
』
な
ど
の
経
学
的
観
念
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る

E
1

ま
た
、
王
葬
期
に
月
令
が
重
視
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
上
回
早
苗
氏
は
月
令
を
重
視
し
始
め
た
の
は
主
葬
が
最
初
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

月
令
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
王
葬
の
一
連
の
政
策
は
、
庶
民
の
育
成
と
確
保
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
7
)
。
上
田
氏
の
見
解
は
、
前
漢
の
救

済
政
策
と
月
令
を
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ち
す
れ
ば
、
『
四
時
月
令
詔
燦
』
は
、
前
漢
の
救
済
政
策
の
一
環
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

『
四
時
月
令
詔
傑
』
に
つ
い
て
、
地
方
官
吏
の
遵
守
す
べ
き
規
範
と
し
て
月
令
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
し
、
「
時
令
思
想
に
よ
る
教
化
を

見
直
す
前
漢
末
の
情
勢
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
(
8
1

前
漢
末
に
『
四
時
月
令
詔
僚
』
が
、
詔
勅
と
い
う
形
で
全
国

に
一
律
頒
布
さ
れ
た
こ
と
は

一
体
ど
の
よ
う
な
情
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
こ
と
と
連
動
す
る
動
き
と
し
て
、
宣
帝
期
以
降
に
、
政
事
に
お
い
て
陰
陽
四
時
と
い
っ
た
自
然
の
摂
理
を
重
視
す
る
傾
向
が
み

ら
れ
る
。
月
令
は
四
時
の
時
政
に
応
じ
た
規
定
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
四
時
に
注
目
す
る
傾
向
と
『
四
時
月
令
詔
候
』

と
が
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
以
上
の
認
識
を
ふ
ま
え
、
宣
帝
期
以
降
に
み
ら
れ
る
四
時
へ
の
関
心
に
注
目
し
つ
つ
、
『
四
時
月

令
詔
僚
』
が
発
布
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。



『
四
時
月
令
詔
篠
』

と
義
和

『
四
時
月
令
詔
保
』
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
義
和
の
存
在
で
あ
る
。
『
四
時
月
令
詔
候
』

で
は
、
義
和
官
が
月
令
施
行
の
最
高
管
理
官

と
し
て
お
か
れ
、
月
令
の
管
理
の
責
任
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

『
四
時
月
令
詔
僚
』
に
「
義
和
中
叔
の
官
初
め
て
置
か
れ
る
」
と
あ
る
義
和
官
は
、
平
帝
の
元
始
元
(
後
一
)
年
二
月
に
設
置
さ
れ
る
互
。

そ
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、
元
始
五
(
後
五
)
年
に
「
明
堂
砕
濯
の
こ
と
を
治
す
」
と
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
(
盟
、
そ
の
具
体
的
職
掌
に
つ
い

て
は
、
文
献
史
料
か
ら
は
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

吉
野
賢
一
氏
の
義
和
官
設
置
に
関
し
て
の
研
究
で
は
、
「
明
堂
昨
薙
の
こ
と
を
治
す
」
と
さ
れ
て
い
た
従
来
の
義
和
官
像
に
、
『
四
時
月
令

詔
憐
』
か
ら
窺
え
る
義
和
官
の
職
掌
を
加
え
る
こ
と
で
、
よ
り
具
体
的
な
義
和
官
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
(
旦
。
氏
の

見
解
で
は
、
義
和
官
の
新
設
は
「
四
時
を
司
る
」
こ
と
に
よ
ワ
て
教
化
政
策
を
行
う
と
い
う
『
尚
書
』

の
義
和
の
職
掌
と
密
接
に
関
係
し
て

お
り
、
さ
ら
に
、
義
和
官
の
「
四
時
を
司
る
」
と
い
う
職
掌
は
、
「
「
尚
書
』
に
語
ら
れ
る
『
義
和
』

の
時
代
よ
り
広
く
認
知
さ
れ
て
き
た
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
氏
は
、
月
令
の
執
行
を
司
り
、
四
方
の
監
察
を
統
轄
す
る
と
い
う
義
和
宮
の
役
割
に
つ
い
て
、
『
尚
書
』
の
義
和

の
理
念
が
反
映
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
義
和
が
四
時
の
管
理
官
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
明
堂
を
「
『
治
』

し
て
い
た
義
和
に
は
自
ず
と
「
四
時
を
司
り
、
教
化
を
班
つ
』
と
い
う
執
政
の
官
と
し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
、

主
葬
の
明
堂
政
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

『
四
時
月
令
詔
僚
』
で
は
、
義
和
官
が
月
令
管
理
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
和
と
月
令
と
の
密
接
な
関
係
が
『
四
時
月
令
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の
中
核
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
義
和
官
の
理
念
的
根
拠
と
さ
れ
る
「
尚
童
日
』
莞
典
の
記
述
に
は
、
確
か
に
月
令
的
要
素
を

認
候



こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
四
時
月
令
詔
僚
』
が
発
布
さ
れ
た
動
機
は
、
最
初
の
「
陰
陽
調
わ
ず
、
風
雨
時
な
ら
ず
、
降
農
自
ら
安
ん
じ
、

っ
と
め
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見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
谷
治
氏
が
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
「
時
令
と
い
う
よ
り
は
、
暦
を
作
っ
て
そ
れ
に
準
拠
し
て

治
績
を
あ
げ
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
り
、
帝
王
と
し
て
の
支
配
体
制
の
強
調
が
中
心
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
宮
、
『
尚
書
』
莞
典

に
記
載
さ
れ
て
い
る
月
令
的
要
素
は
、

い
わ
ゆ
る
「
月
令
」
の
代
表
と
し
て
想
起
さ
れ
る
『
呂
氏
春
秋
』
十
一
一
紀
や
『
礼
記
」
月
令
の
体
裁

と
は
多
少
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
『
旦
口
氏
春
秋
』
な
ど
の
十
二
月
令
の
体
裁
を
踏
襲
し
て
い
る
『
四
時
月
令

詔
僚

の
月
令
を

E
、
『
尚
書
」

の
義
和
と
無
条
件
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
う
し
た
義
和
や
月
令
と
い
っ
た

要
素
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
『
四
時
月
令
詔
僚
」

ιつ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

「
四
時
月
令
詔
傑
』
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

太
皇
太
后
詔
し
て
臼
く
、
往
者
、
陰
陽
謂
わ
ず
、
風
雨
時
な
ら
ず
、
降
農
自
ら
安
ん
じ
、

つ
と
め
て
[
労
]
を
な
さ
ず
。
こ
こ
を
も
っ

で
た
び
た
び
災
害
を
被
る
こ
と
、
側
然
と
し
て
こ
れ
を
傷
む
。
こ
れ
[
聖
]
帝
明
玉
、
天
の
暦
数
を
弟
に
せ
ざ
る
は
な
く
、
信
に
そ
の

中
を
と
り
、
つ
つ
し
ん
で
陰
陽
に
順
い
、

つ
つ
し
ん
で
民
時
を
授
く
。
[
つ
と
め
て
]
耕
種
を
勧
め
、
も
っ
て
年
[
穀
]
を
豊
か
に
す
る

は
、
蓋
し
百
姓
の
命
を
重
ん
ず
れ
ば
な
り
。
故
に
、
義
和
を
建
て
、
四
子
を
立
て
、
。
[
四
時
を
定
め
、
]
も
っ
て
歳
を
成
し
、
悪
を
致

す
。
そ
れ
宜
し
く
歳
[
ご
と
]
に
、
分
け
て
部
す
る
と
こ
ろ
の
各
郡
に
行
く
べ
し
。

(
『
四
時
月
令
詔
候
』
(

M

)

)

て
労
を
な
さ
ず
。
こ
こ
を
も
っ
て
た
び
た
び
災
害
を
被
る
こ
と
、
側
然
と
し
て
こ
れ
を
傷
む
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
世
が
乱

れ
、
災
害
が
起
こ
る
原
因
は
、
陰
陽
が
調
わ
ず
、
気
候
も
安
定
せ
ず
、
農
業
が
安
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
『
四
時
月

令
詔
僚
』
は
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
発
布
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
続
け
て
「
聖
帝
明
王
」
の
理
想
例
を
出
し
、
天
の
暦
数
を
考
え
て
民
時
を
教
え
農
業
を
振
興
さ
せ
る
こ
と
は
天
下
万
民
の
た
め
に

行
う
こ
と
な
の
だ
と
し
て
、
義
和
官
を
設
置
す
る
理
由
を
述
、
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
義
和
官
に
期
待
さ
れ
た
職
掌
は
、
陰
陽
の
不
調
な



ど
の
バ
ラ
ン
ス
を
適
正
に
す
る
た
め
に
、
天
の
暦
数
を
計
り
、
四
時
の
序
を
管
理
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
天
下
に
教
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
「
そ
れ
宜
し
く
歳
ご
と
に
分
け
て
部
す
る
と
こ
ろ
の
各
郡
に
行
く
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
四
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
領
域
に
担
当
の

義
和
{
呂
が
赴
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
義
和
宮
が
四
方
の
監
察
も
担
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

義
和
宮
の
人
員
構
成
に
つ
い
て
は
、
春
夏
秋
冬
の
記
述
ご
と
の
末
尾
に
、
「
緩
和
臣
秀
(
劉
歓
)
」
と
各
担
当
の
因
子
の
名
一
名
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
の
記
述
と
照
合
す
る
こ
と
で
概
要
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
さ
。
そ
の
構
成
は
、
義

和
劉
款
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
下
に
四
子
で
あ
る
、
義
仲
孔
永
、
義
叔
孫
遷
、
和
仲
逢
普
、
和
叔
平
曇
の
四
名
が
お
か
れ
る
。
「
四
時
月
令
詔

保
』
に
は
、
「
和
中
(
遜
)
普
を
し
て
都
す
る
と
こ
ろ
の
郡
太
守
に
下
さ
し
め
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
四
時
月
令
詔
候
』
が
出
土
し
た
敦
燈

懸
泉
置
は
、
西
方
を
担
当
す
る
和
仲
の
管
轄
下
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
四
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
時
の
一
時
ご
と
を
摂
当
し
、

そ
れ
に
対
応
し
た
方
位
の
領
域
が
、
管
轄
領
域
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

」
の
こ
と
か
ら
、
四
子
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
る
義
和
は
、
四

時
全
体
の
管
理
及
び
四
方
の
領
域
全
体
の
統
轄
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
義
和
官
が
担
っ
て
い
た
統
轄
範
囲
は
、
四
時
を
定
め
る
と

い
う
時
空
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
具
体
的
な
統
轄
領
域
を
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
『
四
時
月
令
詔
候
」
と
は
、

四
時
四
方
の
管
理
官
で
あ
る
義
和
官
を
中
心
と
し
て
、
四
時
の
序
の
運
用
を
適
切
に
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
天
下
安
寧
の
指
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
義
和
と
月
令
の
『
四
時
月
令
詔
燦
』
に
お
け
る
機
能

と
し
て
共
通
す
る
の
は
、
四
時
の
序
を
為
政
者
が
能
動
的
に
操
り
、
そ
れ
を
天
下
に
適
正
に
施
行
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

義
和
官
の
設
置
は
元
始
元
(
後
一
)
年
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
「
義
和
」
の
名
称
を
も
っ
官
職
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
『
四

時
月
令
詔
僚
』
は
、
ヲ
同
書
』
を
根
拠
と
す
る
経
学
的
理
念
に
基
づ
い
た
義
和
の
イ
メ
ー
ジ
を
単
純
に
月
令
に
投
影
し
て
成
立
し
た
も
の
と
し
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て
の
み
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
四
時
へ
の
関
心
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
和
が
月
令
を
管
理
す
る
と
い
う
体
制
を
作
り
出
し
た
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と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
下
に
は
、
義
和
と
月
令
が
結
び
つ
い
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
考
え
、
義
和
官
が
設
置
さ
れ
た
理
念
的
背
景
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

義
和
之
官
と

「
主
四
時
」

萄
悦
(
一
四
八
j
二

O
九
)
の
撰
に
な
る
『
前
漢
紀
』
に
は
、
「
義
和
之
官
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

い
に
し
え
、
義
和
の
官
あ
り
、
も
っ
て
四
時
の
節
を
承
け
、
も
っ
て
人
時
を
敬
授
す
。
人
君
の
動
静
、
陰
陽
を
奉
服
す
れ
ば
す
な
わ
ち

和
気
応
じ
て
災
害
生
ぜ
ず
。
高
皇
帝
の
時
よ
り
、
四
時
を
つ
か
さ
ど
る
の
官
あ
り
。

(
「
前
漢
紀
』
巻
一
八

孝
宣
元
康
二
年
)

「
義
和
之
官
」
は
、
四
時
の
節
を
考
え
て
、
時
を
民
に
知
ら
せ
、
陰
陽
の
調
和
を
保
つ
職
掌
を
担
っ
て
お
り
、
高
祖
の
時
に
は
そ
れ
を
承
け

て
、
「
主
四
時
之
官
」
が
存
在
し
た
と
す
る
。
こ
の
多
四
時
を
司
る

(
H
主
四
時

γ
も
の
と
し
て
の
義
和
の
認
識
は
、
『
四
時
月
令
詔
傑
』
で

み
ら
れ
た
緩
和
官
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。

『
前
漢
紀
』
は
、
「
義
和
之
官
」

「
主
四
時
之
官
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
義
和
の
伝
承
に
共
通
す
る
イ
メ

l

ジ
は
、
総
じ
て
天
文
暦
法
等
の
自
然
の
摂
理
と
の
関
連
に
あ
る
も
の
の
、
「
義
和
之
官
」
川
「
主
四
時
之
官
」
と
い
っ
た
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
が

固
定
化
し
て
い
た
状
況
は
み
ら
れ
な
い
。

管
見
の
限
り
、
「
義
和
之
官
」
の
初
出
は
『
史
記
』
暦
書
で
あ
る
室
。
暦
書
の
記
述
に
は
、
為
政
者
は
天
命
を
受
け
た
ら
、
初
め
に
正
朔

を
改
め
、
服
色
を
易
え
、
天
命
を
推
し
は
か
り
、
そ
の
意
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
り
、
そ
の
事
例
と
し
て
、
神
農
か
ら
謁
ま

で
が
列
挙
さ
れ
る
。

一
連
の
伝
承
の
系
統
で
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
の
は
、
黄
帝
の
五
官
、
顕
演
の
重
察
、
そ
し
て
嘉
の
義
和
の
官
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
天
文
暦
象
官
と
し
て
の
性
質
が
強
く
、
『
四
時
月
令
詔
僚
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
四
時
の
管
理
を
行
い
、
四
方
の



教
化
を
も
担
う
と
い
う
義
和
官
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
遠
い
。
ま
た
、
『
史
記
』
天
官
書
に
お
い
て
も
、
「
天
数
を
伝
え
る
者
」
と
し
て
義
和
の

名
が
重
繋
と
並
ん
で
列
挙
さ
れ
て
い
る

E
。

こ
の
よ
う
に
『
史
記
』
に
お
い
て
、
義
和
は
古
の
天
文
暦
象
を
担
う
も
の
と
し
て
、
黄
帝
の
五
官
や
重
察
と
並
列
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
み

で
あ
っ
て
、
義
和
の
み
を
挙
げ
て
四
時
を
掌
握
す
る
も
の
の
象
徴
と
し
て
扱
う
傾
向
や
、
月
令
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な

い〈凶)。
『
四
時
月
令
詔
候
』
に
お
い
て
義
和
官
が
月
令
の
施
行
官
と
し
て
の
地
位
を
得
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
義
和
之
宮
L

H

「
主
四
時
之
官
」
と

し
て
の
概
念
が
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
義
和
官
の
職
掌
の
本
質
は
、
「
主
四
時
之
官
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
『
史
記
』

で
い
う
「
義
和
之
官
」
は
、
天
の
暦
数
を
観
象
す
る
官
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
「
義
和
之
官
」
の
み
が
特
別
祝
さ
れ
る

も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
四
時
を
定
め
る
と
い
う
性
質
以
外
、
『
四
時
月
令
詔
候
』
の
義
和
官
と
結
び
つ
か
な
い
。
で
は
、
義
和
官
に
「
主
四

時
之
官
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
た
理
念
的
背
景
は
何
か
。

『
前
漢
紀
』
の
記
事
の
基
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
宣
帝
の
元
康
二
(
前
六
四
)
年
五
月
に
行
わ
れ
た
貌
相
の
上
奏
で
あ
る
。
貌
相
は
、
「
易
」

「
陰
陽
」
「
明
堂
月
令
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
貌
相
が
挙
げ
る
「
明
堂
月
令
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
は

不
明
で
あ
る
が
(
虫
、
上
奏
冒
頭
部
の
内
容
か
ら
、
貌
相
が
想
定
す
る
月
令
に
は
、
陰
陽
、
五
行
、
八
風
、
四
時
四
方
の
概
念
が
反
映
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
(
担
。

貌
相
の
上
奏
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
冒
頭
で
は
ま
ず
、
世
上
の
陰
陽
不
和
な
ど
を
嘆
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
易
L

「
月
令
」
な
ど
を
挙

げ
て
、
天
地
の
変
化
に
は
序
が
あ
り
、
時
政
に
応
じ
た
こ
と
を
行
わ
'
辛
け
れ
ば
世
の
調
和
が
乱
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

特
に
、
東
西
南
北
及
び
中
央
の
神
を
挙
げ
、
「
こ
れ
五
帝
の
司
ど
る
と
こ
ろ
、
お
の
お
の
時
あ
り
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
司
る
べ
き
時
が
あ
る
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こ
と
を
示
す
。
次
に
、
こ
の
「
こ
れ
五
帝
の
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
、
お
の
お
の
時
あ
り
」
を
受
け
る
形
で
、
古
来
よ
り
四
時
を
司
る
官
が
置



(
『
漢
書
』
巻
七
四

貌
相
伝
)
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か
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
先
に
挙
げ
た
古
の
例
に
の
っ
と
り
、
現
在
の
陰
陽
不
和
の
状
態
を
解
消
し
、

適
正
な
政
策
を
取
る
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
。
「
義
和
之
官
」
は
、
そ
の
古
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

明
王
、
天
を
尊
ぶ
を
謹
み
、
人
を
養
う
を
慎
む
。
ゆ
え
に
義
和
の
官
を
立
て
、
も
っ
て
四
時
に
乗
じ
、
民
事
を
節
授
す
。
高
皇
帝
、
述

ぶ
る
と
こ
ろ
の
書
、
天
子
服
す
る
と
こ
ろ
の
第
八
に
日
く
「
大
謁
者
、
臣
章
、
詔
を
長
楽
宮
に
受
く
、
日
く
、
「
群
臣
を
し
て
天
子
の
服

す
る
と
こ
ろ
を
議
せ
し
め
、
も
っ
て
天
下
を
安
治
せ
し
む
』
o

相
圏
直
何
、
御
史
大
夫
臣
回
目
、
謹
ん
で
将
軍
臣
陵
、
太
子
太
停
臣
通
等
と

議
す
ら
く
、
『
春
夏
秋
冬
、
天
子
服
す
る
と
こ
ろ
、
ま
さ
に
天
地
の
数
に
の
ウ
と
り
、
人
和
を
中
得
す
ベ
し
。
故
に
、
天
子
、
王
侯
、
有

土
の
君
よ
り
、
下
は
兆
民
に
お
よ
ぶ
ま
で
、
よ
く
天
地
に
の
っ
と
り
、
四
時
に
順
ぃ
、
も
っ
て
国
家
を
治
め
、
身
は
禍
換
に
亡
び
、
年

害
永
究
す
る
は
、
こ
れ
宗
廟
を
奉
じ
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
大
礼
な
り
。
臣
、
請
、
つ
ら
く
は
、
こ
れ
に
の
っ
と
り
、
中
謁
者
趨
莞
、
春

を
挙
げ
、
李
舜
、
夏
を
挙
げ
、
見
湯
、
秋
を
挙
げ
、
貢
高
、
冬
を
挙
げ
、
四
人
お
の
お
の
一
時
を
つ
か
さ
ど
ら
し
め
ん
こ
と
を
』
」
。

こ
こ
で
、
「
義
和
之
宮
」
は
、
「
四
時
に
乗
じ
、
民
事
を
節
授
す
」
と
し
て
、
四
時
を
司
る
存
在
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
「
義
和
之
官
」
は
、

『
史
記
」

で
の
記
述
と
比
較
す
る
と
、
「
四
時
」
と
の
関
連
が
よ
り
強
調
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
続
け
て
高
祖
の
時
に
、

四
時
の
一

時
ご
と
に
そ
れ
を
司
る
一
人
の
専
官
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
、
貌
相
の
四
時
を
司
る
こ
と
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ

は
、
む
し
ろ
高
祖
の
時
の
例
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

(E。

貌
相
の
提
言
の
中
心
が
四
時
の
適
正
な
管
理
を
提
案
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
、
上
奏
文
末
尾
の
次
の
発
一
言
か
ら
も
窺
え
る
。

臣
相
、
伏
し
て
願
わ
く
は
、
陛
下
の
恩
沢
甚
厚
な
り
、
然
り
而
し
て
災
気
未
だ
息
ま
ず
、
縮
か
に
恐
る
ら
く
は
、
詔
令
、
未
だ
当
時
に

あ
わ
ざ
る
も
の
あ
る
な
り
。
願
わ
く
は
陛
下
、
明
経
に
し
て
陰
陽
に
通
知
せ
る
も
の
四
人
を
選
び
、
各
一
時
を
つ
か
さ
と
ら
し
め
、
時

至
れ
ば
っ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
を
明
言
せ
し
め
、
も
っ
て
陰
陽
を
和
き
し
め
ば
、
天
下
幸
甚
た
ら
ん
」
0

(

『
漢
書
』
巻
七
回

貌
相
伝
)



貌
相
は
、
災
害
が
い
ま
だ
や
ま
ず
、
世
が
治
ま
ら
な
い
の
は
、
詔
令
で
時
政
に
合
わ
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
と
し
、
高
祖
の
時
の
例
に

倣
っ
て
四
時
の
専
官
を
置
き
、
そ
れ
を
是
正
す
べ
き
こ
と
を
進
言
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貌
相
の
提
議
は
、
四
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
時
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
時
」
に
そ
っ
て
適
当
な
政
策
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
四
時
月
令
詔
候
』
に
お
い
て
み
ら
れ
た
義
和
官
の
四
時
を
司
る
と
い

う
職
掌
と
、
時
に
応
じ
た
政
令
と
し
て
の
月
令
と
の
直
接
の
接
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貌
相
の
上
奏
に
お
い
て
の
「
義

和
之
官
」
は
、
貌
相
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
四
時
の
官
の
具
体
像
を
導
き
出
す
根
拠
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
貌
相
の
上

奏
に
お
い
て
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
上
奏
文
全
体
を
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
四
時
四
方
の
序
を
適
正
に
行
う
べ
き
と
い
う
月
令
的

要
素
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

数
相
の
上
奏
の
後
、
再
び
「
義
和
之
官
」
に
言
及
す
る
の
は
、
陽
朔
三
(
前
二
三
)
年
、
成
帝
の
詔
勅
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
義
和
月

令
・
四
時
の
関
連
性
が
よ
り
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
。

二
年
春
、
寒
。
詔
し
て
日
く
「
昔
、
帝
発
に
あ
り
て
、
義
和
の
官
を
立
て
、
命
ず
る
に
四
時
の
事
を
も
っ
て
し
、
そ
の
序
を
失
せ
ざ
ら

し
む
。
ゆ
え
に
書
云
う
「
黍
民
こ
こ
に
蕃
し
、
こ
れ
薙
ぐ
」
と
、
陰
陽
を
も
っ
て
本
と
な
す
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
今
、
公
卿
大
夫
、

あ
る
い
は
陰
陽
を
信
ぜ
ず
、
薄
に
し
て
こ
れ
を
小
に
す
、
奏
請
す
る
と
こ
ろ
多
く
時
政
に
違
う
。
伝
う
る
に
知
ら
ざ
る
を
も
っ
て
し
、

あ
ま
ね
く
天
下
に
行
い
、
し
か
し
て
陰
陽
和
調
を
望
ま
ん
と
欲
す
、
あ
に
謬
な
ら
ざ
る
や
。
そ
れ
務
め
て
四
時
月
令
に
順
え
。
」

(
『
漢
書
』
巻
十

成
帝
紀
)

こ
こ
に
お
い
て
、
月
令
と
「
義
和
之
官
」
と
の
関
係
は
、

ほ
ぽ
『
四
時
月
令
詔
候
』
が
示
す
月
令
の
構
造
と
一
致
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
ず
、
棄
が
「
義
和
之
官
」
を
設
置
し
、
四
時
の
こ
と
を
命
じ
た
と
あ
り
、
「
義
和
之
官
」
が
、
四
時
管
理
の
理
想
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
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て
い
る
。
続
い
て
、
現
在
、
公
卿
大
夫
は
、
み
な
陰
陽
の
術
に
通
じ
て
お
ら
ず
、
奏
請
す
る
政
策
は
、
多
く
時
政
に
応
じ
て
い
な
い
と
し
、
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時
政
の
規
準
と
な
る
四
時
月
令
に
順
う
こ
と
を
心
得
よ
、
と
通
達
す
る
。

時
政
に
そ
っ
た
政
策
を
行
う
べ
き
こ
と
を
通
達
す
る
の
は
、
貌
相
の
「
主
四
時
」
の
論
に
通
じ
る
。
た
だ
、
貌
相
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、

「
義
和
之
官
」
が
、
四
時
の
適
正
を
保
つ
官
と
し
て
象
徴
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
義
和
が
「
主
四
時
」
の
象
徴
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

貌
相
は
、
四
時
に
従
っ
て
時
事
に
応
じ
た
政
令
を
行
う
こ
と
が
安
定
し
た
世
の
中
を
導
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、

四
時
を

管
理
す
べ
き
こ
と
を
王
張
し
た
主
主
「
義
和
之
官
」
は
、
こ
う
し
た
「
主
四
時
」
へ
の
関
心
と
共
に
論
じ
ら
れ
、
し
だ
い
に
「
主
四
時
」
の

象
徴
的
存
在
と
し
て
の
地
位
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
四
時
月
令
詔
傑
』
に
お
け
る
四
時
の
管
理
を
担
う
義
和
官
の
職
掌
は
、
こ
う
し
た
前
漢
後
半
期
に
お
い
て
重
視
さ
れ
始
め

る
四
時
へ
の
関
心
、
特
に
月
令
的
思
考
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

四
時
の
管
理

前
章
で
検
討
し
た
元
康
二
(
前
六
回
)
年
の
貌
相
に
よ
る
「
主
四
時
」
の
官
の
設
置
を
求
め
る
提
言
は
、
皇
帝
に
よ
り
裁
可
さ
れ
て
い
る
。

大
庭
惰
氏
に
よ
っ
て
元
康
五
年
詔
書
般
の
復
元
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
貌
相
の
「
主
四
時
」
の
論
が
政
策
に
適
用
さ
れ
て
い

た
実
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

(80

こ
の
詔
書
般
の
最
初
の
上
奏
文
は
、
大
史
丞
定
↓
太
常
蘇
昌
↓
丞
相
貌
相
と
い
う
段
階
を
経
て
、
最
終
的
に
御
史
大
夫
丙
吉
に
よ
っ
て
上

奏
さ
れ
る
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
内
容
は
、
夏
歪
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
行
事
を
行
う
こ
と
を
関
係
の
諸
官
に
布
告
す

る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
御
史
大
夫
丙
吉
が
、
そ
の
具
体
的
な
布
告
案
を
上
聞
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て



いマ
A
V

。
こ
の
時
政
に
応
じ
た
政
令
の
布
告
を
求
め
た
上
奏
は
、
大
史
丞
定
よ
り
発
議
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
史
丞
は
太
史
令
の
属
官
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
天
文
暦
象
の
こ
と
を
司
る
位
置
に
い
た
と
考
え
て
い
い
。
こ
こ
で
、
天
文
暦
象
の
こ
と
に
通
じ
て
い
る
大
史
丞
が
、
貌
相
が
提
言

し
た
「
主
四
時
之
官
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
五
)
O

ま
た
、
四
時
を
管
理
す
る
官
が
、
大
史
丞
に
担
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
天
文
暦
象
官
の
イ
メ
ー
ジ
の
強
か
っ
た
「
義
和
之
官
」
と
、
四
時
の
管
理
と
を
結
び
つ
け
た
貌
栢
の
理
論
と
も
重
な
る
も

の
と
い
‘
え
よ
、
っ
。

前
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
貌
相
の
「
王
四
時
」
の
論
で
は
、
陰
陽
が
調
わ
な
い
こ
と
の
理
由
を
時
令
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
求
め
、
そ
れ
が
放
に
、
四
時
の
管
理
を
行
う
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
陰
陽
の
不
調
と
四
時
の
管
理
を
重
視
す
る
傾
向
は
、

次
代
の
元
帝
期
に
も
受
け
継
が
れ
る
。
元
帝
期
は
、
気
候
が
安
定
せ
ず
飢
僅
が
多
い
時
期
で
あ
り
(
君
、
そ
の
た
め
、
陰
陽
不
調
に
関
し
て

の
記
事
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
の
大
部
分
は
、
飢
鐙
災
害
が
多
発
す
る
の
は
除
陽
が
正
し
く
調
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
陰
陽
が

調
わ
な
い
責
任
は
皇
帝
に
あ
る
と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
初
元
一
ニ
(
前
四
六
)
年
六
月
の
詔
勅
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ

る。

六
月
、
詔
し
て
日
く
「
蓋
し
聞
く
な
ら
く
、
安
民
の
道
、
本
陰
陽
に
よ
る
。
問
者
、
陰
陽
錯
謬
し
、
風
雨
時
な
ら
ず
。
朕
の
不
徳
、
群

公
、
朕
の
過
を
敢
言
す
る
も
の
あ
ら
ん
こ
と
を
こ
い
ね
が
う
も
、
今
則
ち
然
ら
ず
。
織
合
有
従
し
、
い
ま
だ
極
言
を
が
え
ん
ぜ
ず
、
朕
、

甚
だ
こ
れ
を
う
れ
う
。
永
く
蒸
庶
の
銭
寒
を
お
も
い
、
遠
く
父
母
妻
子
を
離
れ
、
非
業
の
作
を
労
し
、
不
居
の
宮
を
衛
る
。
恐
る
ら
く

は
陰
陽
を
佐
け
る
ゆ
え
ん
の
道
に
非
う
な
り
。
そ
れ
甘
泉
建
章
宮
の
衛
を
や
め
て
、
農
に
就
か
し
め
、
百
官
お
の
お
の
費
を
省
け
。
候

奏
、
韓
む
と
こ
ろ
あ
る
な
か
れ
。
有
司
、
こ
れ
を
勉
め
て
、
四
時
の
禁
を
犯
す
な
か
れ
。
丞
相
御
史
、
天
下
の
陰
陽
災
異
に
明
る
き
も
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の
お
の
お
の
三
人
を
挙
げ
よ
。
」

(
『
漢
書
』
巻
九

元
帝
紀
)



た
え
よ
。

(
『
漢
童
盲
』
巻
九

元
帝
紀
)
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こ
こ
で
は
、
近
頃
、
陰
陽
が
錯
謬
し
気
候
が
安
定
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
元
帝
が
、
陰
陽
の
調
和
を
図
る
た
め
に
、

い
く
つ
か
の
対
策

を
講
じ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
「
四
時
の
禁
を
犯
す
な
か
れ
」
と
し
て
、
四
時
の
時
禁
の
厳
行
を
有
司
に
命
じ
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
元
帝
の
永
光
一
ニ
(
前
四
一
一
一
)
年
に
は
、

乃
者
、
己
丑
地
動
き
、
中
冬
雨
水
、
大
霧
、
盗
賊
並
び
起
こ
る
。
吏
、
何
ぞ
時
禁
を
も
っ
て
せ
ざ
る
や
。
お
の
お
の
意
を
つ
く
し
て
こ

と
あ
り
、
こ
れ
も
、
近
頃
、
天
変
地
異
が
頻
発
し
世
情
が
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
情
況
に
つ
い
て
、
役
人
が
四
時
の
禁
を
適
切
に
行
使
し
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
原
因
を
求
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宣
帝
、
元
帝
期
を
通
じ
て
、
四
時
の
行
事
の
適
切
な
運
用
が
天
下
に
安
定
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
実
際
、

政
治
に
反
映
さ
れ
て
い
た
例
を
確
認
で
き
る
。
前
章
で
も
挙
げ
た
成
帝
、
陽
朔
二
年
の
詔
勅
で
は
、
「
そ
れ
務
め
て
四
時
月
令
に
順
え
」
と
し

て
、
時
政
に
応
じ
た
行
事
の
規
定
を
、
。
四
時
月
令
ψ

と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
詔
勅
に
。
四
時
月
令
。
の
名
称
が
用
い
ら
れ
る
ま
で
は
、
四
時

ご
と
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
時
禁
、
時
政
者
ど
と
し
て
、
明
確
な
依
り
ど
こ
ろ
と
な
る
規
定
を
示
す
名
称
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
(
担
。
『
四
時

月
令
詔
傑
』
末
尾
に
、
「
詔
書
四
時
月
令
五
十
僚
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
、
。
四
時
月
令
。
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
為
政
者
が
四
時
を
管
理
す
る
と
い
う
、
後
の
義
和
官
の
発
想
に
繋
が
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
四
時
と
月
令
と
の
関
係
性
を
示

す
も
の
と
し
て
、
哀
帝
の
時
、
李
尋
の
言
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ゆ
え
に
、
古
の
王
な
る
も
の
は
、
天
地
を
尊
ぴ
、
陰
陽
を
重
ん
じ
、
四
時
を
敬
ぃ
、
月
令
を
厳
に
す
。
こ
れ
に
順
い
て
も
っ
て
善
政
す

れ
ば
、
則
ち
和
気
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
致
す
べ
き
こ
と
、
な
お
抱
鼓
の
相
応
ず
る
が
ご
と
き
な
り
。
今
、
朝
廷
時
月
の
令
を
忽
せ
に
し
、

諸
侍
中
尚
書
近
臣
、
宜
し
く
皆
月
令
の
意
を
通
知
せ
し
め
、
た
と
い
群
下
事
を
請
い
、
も
し
く
は
陛
下
、

AFE乞
出
し
て
時
に
謬
る
も
の

あ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
れ
を
知
り
て
争
い
、
も
っ
て
時
気
に
順
う
ベ

L
。

(
『
漢
書
』
巻
七
五

李
尋
伝
)



月
令
が
天
地
、
陰
陽
、
四
時
な
ど
の
語
句
と
並
列
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
主
四
時
」
の
狸
念
の
下
で
、
「
月
令
」
が
四
時
の

行
事
の
指
針
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
状
況
が
窺
わ
れ
よ
う
。

ま
た
宣
帝
期
以
降
に
は
、
時
禁
一
の
厳
行
を
地
方
官
吏
に
ま
で
徹
底
す
る
と
い
う
具
体
的
措
置
が
と
ら
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
君
。
『
四
時

月
令
詔
傑
』
は
、
「
主
四
時
」
と
い
う
非
具
現
的
行
為
を
、
義
和
官
が
月
令
を
管
理

(
H
四
時
の
管
理
)
す
る
と
い
う
体
制
で
も
っ
て
具
現
化

し
た
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

四

四
方
の
教
化
と
天
下
巡
行

こ
こ
ま
で
、
義
和
官
設
置
の
背
景
、
及
び
月
令
重
視
の
背
景
に
は
、
「
主
四
時
」
に
対
し
て
の
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
月
令
の
施
行
管
理
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
義
和
官
に
は
、
四
時
の
管
理
と
と
も
に
四
方
の
監
察
も
そ
の
職
掌
に
付
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
月
令
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

『
四
時
月
令
詔
候
」
に
は
、
「
歳
ご
と
に
分
け
て
所
轄
す
る
と
こ
ろ
の
各
郡
を
巡
行
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、
四
時
の
管
理
官
で
あ
る
義
和
官

が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
轄
の
州
郡
を
巡
行
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
元
始
四
(
後
四
)
年
に
は
、
使
者
を
派
遣
し
て
風
俗
を
覧
観

さ
せ
る
記
事
が
み
え
、
そ
れ
を
、
つ
け
た
動
き
と
し
て
、
元
始
五
(
後
五
)
年
に
、

太
僕
王
憶
等
八
人
、
使
し
て
風
俗
を
行
い
、
徳
化
を
宣
明
し
、
万
国
斉
同
な
り
。

(
『
漢
書
』
巻
一
一
一

平
帝
紀
)

と
あ
る
(
羽
三
こ
う
し
た
動
き
は
「
四
時
月
令
詔
傑
」

の
内
容
に
沿
っ
も
の
と
い
え
よ
う
。

月
令
と
天
下
巡
行
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
、
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司
空
に
命
じ
て
日
く
、
時
雨
ま
さ
に
降
下
し
、
水
上
勝
せ
ん
と
す
、
国
邑
を
循
行
し
、
原
野
を
周
視
す
。

(
『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
)



に
交
す
。
諸
用
を
省
き
、
租
賦
を
寛
に
し
、
山
津
波
池
を
弛
め
、
株
馬
酷
沼
貯
積
を
禁
ず
。

(
『
漢
書
』
巻
七
四

貌
棺
伝
)
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と
し
て
、
担
当
官
が
園
内
を
巡
行
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
五
百
こ
こ
で
の
天
下
巡
行
の
意
義
は
、
季
節
ご
と
に
応
じ
た
行
事
の
適
正
な

施
行
を
促
す
た
め
に
担
当
官
を
派
遣
し
、
巡
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
主
四
時
」
の
議
論
に
お
い
て
、
役
人
に
対
し
て
四
時
の
行
事

を
促
し
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
。

前
漢
で
は
、
国
家
の
救
済
政
策
の
一
環
と
し
て
天
下
巡
行
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
。
上
回
早
苗
氏
は
、
月
令
と
前
漢
の
救
済
政

策
を
関
連
づ
け
て
考
え
、
天
下
巡
行
も
そ
う
し
た
救
済
政
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
漢
に
多
く
行
わ
れ
た
天
下
巡
行
は
、

後
漢
に
な
る
と
姿
を
消
し
、
か
わ
り
に
月
令
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
救
姐
が
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
。
ま
た
、
王
葬
期
の
月
令
政

策
は
、
養
老
な
ど
の
儒
教
の
道
徳
主
義
が
協
調
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
政
策
の
目
的
は
庶
民
の
育
成
と
確
保
と
に
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
月
令
は
、
国
家
が
高
年
、
銀
寡
孤
独
、
貧
困
の
民
、
困
乏
失
職
の
民
な
ど
の
弱
者
に
対
す
る
保
護
と
福
祉
を
担
う
と
い
う
責
務
を
、

年
中
行
事
の
一
環
と
し
て
恒
常
化
な
い
し
制
度
化
を
計
る
役
割
を
呆
た
し
た
と
し
、
後
漢
の
救
値
に
つ
な
が
る
通
過
点
と
し
て
捉
え
て
い
る
(
型
。

で
は
、
『
四
時
月
令
詔
僚
』
の
発
布
前
後
に
行
わ
れ
た
天
下
巡
行
や
義
和
官
の
四
方
巡
行
も
、
こ
う
し
た
救
済
政
策
の
一
環
と
し
て
解
さ
れ

う
る
も
の
な
の
か
。

天
下
を
巡
行
さ
せ
て
民
の
困
窮
を
問
、
て
と
い
う
政
策
は
、
す
で
に
武
帝
期
に
み
る
こ
と
が
で
き
(
呂
、
宣
帝
期
に
お
い
て
も
、
地
節
四

(
前
六
六
)
年
九
月
に
、
使
者
を
派
遣
し
て
民
の
疾
苦
す
る
と
こ
ろ
を
問
う
と
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
車
。
ま
た
、
そ
の
翌
年
に
は
、
貌
相

が
次
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
〈
担
。

縞
に
伏
し
て
先
帝
の
聖
徳
仁
恩
の
厚
を
み
る
に
、
天
下
に
勤
労
L
、
意
を
察
庶
に
垂
れ
、
水
皐
の
災
を
憂
い
、
民
の
貧
窮
の
た
め
に
倉

農
を
発
し
、
乏
倭
を
賑
わ
す
。
諌
大
夫
博
士
を
し
て
天
下
を
巡
行
せ
し
め
、
風
俗
を
察
し
、
賢
良
を
挙
げ
、
菟
獄
を
平
に
し
、
冠
蓋
道

こ
れ
を
、
つ
け
た
動
き
と
し
て
、
元
康
四
(
前
六
二
)
年
に
、
大
中
大
夫
彊
等
十
二
人
が
天
下
を
循
行
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
五
百



大
中
大
夫
彊
等
十
二
人
を
し
て
、
天
下
を
循
行
せ
し
め
、
鯨
寡
を
存
関
し
、
風
俗
を
覧
観
し
、
吏
治
の
得
失
を
察
し
、
茂
材
異
倫
の
士

を
挙
げ
し
む
。

(
『
漢
書
』
巻
八

宣
帝
紀
)

こ
こ
で
の
天
下
巡
行
の
目
的
と
し
て
、
「
鯨
寡
を
存
関
し
、
風
俗
を
覧
観
し
、
吏
治
の
得
失
を
察
し
、
茂
材
異
倫
の
士
を
挙
げ
」
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
政
策
が
、
貌
相
の
上
奏
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

天
下
巡
行
は
、
元
帝
期
以
降
も
度
々
行
わ
れ
る
。
が
、
そ
れ
ら
、
貌
相
が
挙
げ
た
凡
そ
四
つ
の
事
由
(
鯨
寡
困
窮
へ
の
存
問
、
風
俗
覧
観
、

役
人
の
監
視
、
賢
良
推
挙
)
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
室
。
例
え
ば
、
元
帝
の
時
に
は
、
元
帝
即
位
の
初
元
元
(
前
四
人
)
年
夏
四

月
に
、
宣
帝
の
崩
御
に
よ
っ
て
動
揺
し
て
い
る
世
情
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
。

詔
し
て
日
く
、
「
朕
、
先
帝
の
聖
緒
を
承
け
、
宗
廟
を
獲
奉
す
る
こ
と
、
戦
戦
競
競
た
り
。
問
者
、
地
、
た
び
た
び
動
き
て
、
い
ま
だ
静

ま
ら
ず
、
天
地
の
戒
を
憧
れ
、
よ
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
。
回
作
の
時
に
あ
た
り
て
、
朕
、
丞
庶
の
失
業
を
憂
い
、
臨
む
に
光
禄
大
夫
褒

ら
十
二
人
を
し
て
天
下
を
循
行
せ
し
め
、
香
老
鯨
寡
孤
独
困
乏
失
職
の
民
を
存
問
し
、
賢
俊
を
延
登
せ
し
め
、
側
阻
に
招
顕
し
、
よ
り

て
風
俗
の
化
を
覧
せ
し
む
L
O

(
「
漢
書
』
巻
九

元
帝
紀
)

使
者
と
し
て
十
二
人
を
派
遣
す
る
こ
と
や
、
鯨
寡
を
存
問
し
、
賢
良
を
挙
げ
さ
せ
、
風
俗
を
覧
観
さ
せ
る
こ
と
は
、
元
康
四
(
前
六
一
一
)

年
の
例
を
踏
襲
し
て
い
る
。

ま
た
、
成
帝
の
時
に
は
、
建
始
一
一
一
(
前
三

O
)
年
九
月
に
、
郡
国
を
襲
っ
た
水
害
の
報
告
を
う
け
て
、
そ
れ
に
よ
る
世
情
不
安
の
安
定
を

図
る
目
的
で
派
遣
さ
れ
る
。

詔
し
て
日
く
、
「
乃
者
、
郡
園
、
水
災
を
こ
う
む
り
、
人
民
を
流
殺
し
、
多
き
こ
と
千
数
に
至
る
。
京
師
、
故
無
く
大
水
至
と
靴
言
す
れ

ば
、
吏
民
驚
恐
し
、
奔
走
し
て
城
に
の
ぼ
る
。
殆
ど
苛
暴
深
刻
の
吏
、
い
ま
だ
や
ま
ず
、
元
元
失
職
を
菟
む
も
の
衆
し
。
諌
大
夫
林
ら
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(
『
漢
書
』
巻
十

成
帝
紀
)

を
し
て
天
下
を
循
行
せ
し
む
」
。
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こ
れ
も
貌
相
が
、
先
帝
が
「
水
阜
の
災
を
憂
い
」
た
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、
天
下
巡
行
を
薦
め
た
こ
と
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
天
下

巡
行
の
政
策
に
つ
い
て
も
、
主
四
時
の
論
と
同
じ
く
、
貌
相
の
上
奏
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
理
念
が
一
つ
の
基
準
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
み

て
と
れ
る
ロ
貌
相
が
提
言
し
た
天
下
巡
行
は
、
「
民
の
貧
窮
の
た
め
に
倉
震
を
発
し
、
乏
倭
を
賑
わ
す
」
と
い
う
言
葉
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、

民
へ
の
救
済
的
措
置
が
そ
の
根
幹
と
な
る
政
策
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

哀
帝
ま
で
に
確
認
で
き
る
天
下
巡
行
の
記
事
で
は
、
こ
う
し
た
貌
相
の
提
言
し
た
天
下
巡
行
の
理
念
に
則
し
て
、
使
者
の
派
遣
が
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
元
始
王
(
後
五
)
年
に
行
わ
れ
た
天
下
巡
行
の
主
た
る
目
的
は
風
俗
覧
観
に
あ
り
、
そ
の
他
に
具
体
的
な
事
由
は

見
い
だ
せ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
風
俗
覧
観
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
目
的
で
行
わ
れ
る
行
為
な
の
だ
ろ
う
。

先
に
挙
げ
た
元
帝
の
詔
勅
に
、
「
風
俗
の
化
を
覧
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
風
俗
を
覧
観
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
よ
り
の
教
化
が
下
ま

で
行
き
わ
た
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
監
察
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
成
帝
の
鴻
嘉
二
(
前
一
九
)
年
の
詔
勅
に
は
、
理
想
的

治
世
を
示
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

詔
し
て
日
く
「
古
の
選
賢
、
惇
納
す
る
る
に
一
言
を
も
っ
て
し
、
明
試
す
る
に
功
を
も
っ
て
す
。
故
に
、
官
、
事
を
廃
る
な
く
、
下
は
逸

民
な
し
。
教
化
流
行
し
、
風
雨
時
に
和
し
、
百
穀
も
っ
て
成
り
、
衆
庶
、
業
を
楽
し
み
、

み
な
康
寧
を
も
っ
て
す
。
」

(
『
漢
書
』
巻
十

成
帝
紀
)

こ
こ
で
、
「
教
化
流
行
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
下
に
広
く
教
化
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
理
想
的
治
世
の
一
つ
の
指
針
と
さ
れ
て
い
る
。

天
下
巡
行
に
お
い
て
風
俗
覧
観
が
救
済
政
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
の
は
、
皇
帝
の
意
向
が
広
く
民
に
ま
で
行
き
わ
た
っ
て
い
る
か
を

確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
風
俗
覧
観
と
い
う
行
為
自
体
に
は
、
救
済
政
策
と
し
て
の
意
味
は
薄
い
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
『
四
時
月

令
詔
燦
」

の
発
布
に
前
後
し
て
行
わ
れ
た
風
俗
覧
観
を
主
と
す
る
天
下
巡
行
の
意
義
は
何
か
。

元
始
五

(
後
五
)
年
の
使
者
を
天
下
に
派
遣
し
風
俗
を
化
さ
せ
た
と
い
う
記
事
は
、
万
国
が
斉
同
し
、
教
化
が
な
っ
た
こ
と
を
標
梼
し
て



い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
風
俗
覧
観
を
と
も
な
っ
た
天
下
の
巡
行
は
、
『
四
時
月
令
詔
僚
』
に
お
い
て
義
和
官
の
任
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
四

方
を
巡
行
し
て
そ
の
教
化
を
図
る
と
い
う
性
質
と
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

天
下
を
巡
行
す
る
と
い
う
行
為
に
は
、
始
皇
帝
の
天
下
巡
行
な
ど
の
よ
う
に
、
国
家
の
領
域
を
顕
示
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て

い
る
。
『
四
時
月
令
詔
候
」
に
記
さ
れ
て
い
る
、
義
和
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
領
域
を
巡
行
す
る
と
い
う
行
為
に
は
、
こ
う
し
た
四
方
の
領
域

観
念
も
根
底
に
内
包
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
(
型
。

『
四
時
月
令
詔
候
』
発
布
前
後
に
み
ら
れ
た
風
俗
覧
観
を
目
的
と
す
る
天
下
巡
行
は
、
救
済
政
策
の
施
行
と
い
う
天
下
巡
行
の
動
機
に
の

り
、
ま
た
天
下
巡
行
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
皇
帝
の
徳
の
お
よ
ぶ
領
域
内
に
お
い
て
、
皇
帝
の
徳
が
広
く
民
に
教
化
さ
れ
、
天
下
が
太
平

に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
象
徴
的
行
為
が
付
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
漢
以
降
、
民
へ
の
救
済
を

襟
梼
す
る
天
下
巡
行
が
減
少
し
た
の
は
、
『
同
一
民
月
令
』
な
ど
の
よ
う
な
農
業
行
事
規
定
と
し
て
の
性
質
や
、
救
済
政
策
に
月
令
の
適
用
が
シ

フ
ト
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
四
時
月
令
詔
燦
』
に
記
さ
れ
て
い
る
義
和
官
の
四
方
巡
行
と
い
う
行
為
は
、
領
域
的
な
四
方
の
概
念
を
月
令
に
組
み
込
ん

だ
作
用
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
天
下
巡
行
と
い
う
行
為
を
ベ

l
ス
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
月
令
と
い
う
形
に
託
す
こ
と
で
、

民
を
保
安
し
天
下
を
太
平
に
導
〈
と
い
う
統
治
者
側
の
理
念
を
象
徴
的
に
補
強
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
義
和
官
に
付
さ
れ
た
「
四
時
を
可
り
、
四
方
を
教
化
す
る
」
と
い
う
職
掌
を
手
掛
か
り
に
月
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
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く
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
象
徴
化
さ
れ
た
と
し
て
考
え
ら
れ
る
『
四
時
月
令
詔
傑
』
が
発
布
さ
れ
る
に
至
る
背
景
に
つ
い
て
論
証
し
て



て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
お
い
て
考
一
察
し
た
「
四
時
月
令
詔
僚
」

の
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
「
主
四
時
」
の
概
念
に
関
L
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き
た
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
つ
い
て
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
四
時
月
令
詔
保
』
は
、
義
和
官
を
月
令
の
最
高
責
任
者
に
お
き
、
月
令
を
も
っ
て
天
下
を
安
寧
に
導
く
指
針
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
義
和
官
が
最
高
管
理
官
と
し
て
お
か
れ
た
の
は
、
経
学
的
理
念
を
投
影
し
て
便
宜
的
に
設
置
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
宣
帝
期
以
降
の
「
主

四
時
」
へ
の
関
心
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
と
し
た
。
こ
の
「
主
四
時
」
へ
の
関
心
を
背
景
と
し
て
、
「
四
時
月
令
詔
僚
』
と
い
う
四

時
の
管
理
を
具
現
的
に
示
す
指
針
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
四
方
巡
行
と
い
う
具
体
的
行
為
を
併
せ
て
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
天
下
に
皇
帝
の
徳
を
顕
示
す
る
と
い
う
作
用
が
、
『
四
時
月
令
詔
僚
」

の
発
布
に
は
加
わ
っ
た
と
い
え
る
。

月
令
は
本
来
、
農
業
政
策
を
支
え
る
指
針
と
し
て
実
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
農
事
暦
と
し
て
の
性
質
を
強
く
備
え
た
も
の
で
あ
る
。

『
塩
鉄
論
』

で
は
、
農
業
は
民
の
務
め
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
童
、
そ
こ
で
は
、
「
成
被
南
鼠
」
や
「
種
樹
」
な
ど
の
月
令
的

要
素
を
示
す
用
語
が
み
ら
れ
る
室
。
こ
の
よ
う
に
、
農
業
推
進
に
お
け
る
一
つ
の
指
針
を
示
す
も
の
と
し
て
、
時
令
的
思
考
が
意
識
さ
れ
て

い
た
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
富
。
『
塩
鉄
論
』
で
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
農
本
主
義
の
姿
勢
は
、
前
漢
王
朝
の
政
策
の
基
本
姿
勢
と
し

て
い
え
ば
、
元
康
五
年
詔
書
冊
の
事
例
に
み
え
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
農
業
の
推
進
の
み
を
限
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
主
四

時
」
に
求
め
ら
れ
て
い
た
行
為
は
、
天
を
観
象
し
適
正
な
教
化
を
天
下
に
施
す
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
農
事
月
令
と
し
て
の
月
令
の
性
質
よ

り
、
観
象
授
時
的
性
質
を
よ
り
強
く
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

劉
向
が
記
し
た
と
さ
れ
る
『
説
苑
』
に
は
、
「
主
四
時
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

古
者
四
時
を
主
ど
る
も
の
あ
り
、
春
を
主
ど
る
も
の
は
、
張
昏
而
し
て
中
た
れ
ば
、
も
っ
て
穀
を
種
う
る
べ
し
、
上
は
天
子
に
告
げ
、

下
は
こ
れ
を
民
に
布
す
。
夏
を
主
ど
る
も
の
は
、
大
火
昏
而
し
て
中
た
れ
ば
、
も
っ
て
黍
寂
を
種
う
る
べ
し
、
上
は
天
子
に
告
げ
、
下

は
こ
れ
を
民
に
布
す
。
秋
を
主
ど
る
も
の
は
、
虚
昏
市
し
て
中
た
れ
ば
、
も
っ
て
萎
を
種
う
る
ベ
し
、
上
は
天
子
に
告
げ
、
下
は
こ
れ



を
民
に
布
す
。
冬
を
主
ど
る
も
の
は
、
国
卯
昏
而
し
て
中
た
れ
ば
、
も
っ
て
斬
伐
・
田
紙
・
蓋
戴
す
べ
し
、
上
は
こ
れ
を
天
子
に
告
げ
、

下
は
こ
れ
を
民
に
布
す
。
故
に
、
天
子
南
面
し
て
、
四
星
の
中
を
視
、
民
の
緩
急
を
知
れ
ば
、
則
ち
籍
を
賦
せ
ず
、
力
役
を
挙
げ
ず
。
書

に
日
く
、
「
民
時
を
敬
授
す
」
と
。

(
「
説
苑
』

解
物
)

劉
向
が
示
す
「
主
四
時
」
は
、
天
を
観
象
し
て
「
種
穀
」
「
種
黍
寂
」
な
ど
の
時
を
示
し
、
そ
れ
を
天
下
に
知
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
「
種
穀
」
「
種
黍
萩
」
が
月
令
の
類
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
「
主
四
時
」
の
概
念
で
は
、
天
を
観
象
し
時
を
知
る
、
と
い
う

こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
文
暦
象
官
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
た
「
義
和
之
官
」
が
、
「
主
四
時
之
官
」
と
比
定

さ
れ
た
こ
と
の
裏
付
け
と
も
な
ろ
う
。

『
四
時
月
令
詔
僚
』
を
集
成
し
た
中
心
人
物
は
、
月
令
の
最
高
管
理
官
で
あ
る
義
和
官
に
就
任
し
て
い
た
劉
散
で
あ
る
。
劉
款
は
、
父
、
劉

向
の
こ
う
し
た
考
え
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
(
坦
。

ま
た
、
月
令
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
農
事
の
規
定
は
、
地
域
や
気
候
の
差
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
修
正
が
求
め
ら
れ
る
種
類
の
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
四
時
月
令
詔
僚
』
の
月
令
は
、
そ
う
し
た
実
用
面
の
考
慮
と
い
う
よ
り
も
、
様
々
な
種
類
の
時
令
を
劉
歓
ら
に

よ
っ
て
経
学
的
に
再
構
成
さ
れ
た
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
て
再
構
成
さ
れ
た
『
四
時
月
令
認
候
』
を
農
事
月
令
と
し
て
機
能

さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
補
足
事
項
の
規
定
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
も
個
々
の
気
候
な
ど
に
対
応
し
て
、
地
方
ご
と
に
適
応

し
た
農
事
月
令
を
需
要
に
応
じ
て
設
定
し
た
も
の
と
は
一
吉
い
難
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
四
時
月
令
詔
僚
』
は
、
実
用
的
な
農
事
月
令
と
し
て

の
性
質
よ
り
も
、
統
治
の
象
徴
的
月
令
と
し
て
の
性
質
を
強
く
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

本
稿
の
考
察
か
ら
、
「
四
時
月
令
詔
篠
』
は
、
「
主
四
時
」
の
考
え
を
根
底
に
高
ま
っ
た
四
時
の
管
理
へ
の
意
識
と
、
民
へ
の
救
済
政
策
の

一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
天
下
巡
行
と
い
う
行
為
が
、
月
令
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
集
約
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
月
令
と
い
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う
媒
体
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
四
時
の
概
念
と
四
方
の
概
念
が
結
合
し
、
領
域
的
観
念
を
備
え
た
四
方
に
時
空
的
広
が
り
を
備
え
た
空
間



(2)
釈
丈
に
つ
い
て
は
、
『
敦
埋
懸
泉
置
月
帝
詔
傍
』
(
中
国
土
物
研
究
所
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編

中
華
書
局

二
O
O
一
)
、
何
隻
全
「
新
出
土
元
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概
念
を
『
四
時
月
令
詔
保
』
に
与
え
た
と
も
い
え
る
(
色
。

つ
ま
り
そ
れ
は
皇
帝
の
権
威
が
、
四
方
と
い
う
平
面
的
領
域
観
念
に
加
え
、
さ

ら
に
四
時
を
掌
握
す
る
と
い
う
時
空
的
領
域
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
可
視
的
に
一
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
四
時
の

掌
握
及
び
四
方
の
教
化
を
顕
示
し
た
こ
と
は
、
皇
帝
の
徳
の
教
化
さ
れ
た
天
下
と
い
う
領
域
観
念
を
よ
り
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

J主

(1)
甘
粛
童
文
物
考
古
研
究
所
「
甘
粛
敦
佳
漢
代
懸
泉
置
遣
社
発
掘
簡
報
」
「
敦
埠
懸
泉
漢
簡
内
容
概
述
」
「
敦
佳
辰
泉
漢
簡
釈
文
選
」
(
『
文
物
』
二

0
0
0
l五
)

始
五
年
《
詔
書
四
時
月
令
五
十
候
》
考
述
」
(
「
国
際
簡
臆
学
曾
曾
刊
』
四

二
O
O
-
-
)
、
黄
人
三
『
敦
慢
懸
泉
置
詔
書
四
時
月
令
五
十
傑
試
析
」
(
高
文
出

版
社

二
O
O
二
)
の
研
究
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
「
四
時
月
令
詔
保
』
と
い
う
名
称
は
、
上
記
『
敦
埠
恵
泉
置
月
令
詔
傑
』
の
表
記
に
従
っ
た
。

(3)
何
健
全
「
新
出
土
元
始
五
年
《
詔
書
四
時
月
令
五
十
僚
》
考
述
」
(
『
国
際
筒
臆
学
官
官
刊
』
四

二
O
O
二
)
参
照
。

(4)
藤
田
勝
久
『
中
国
古
代
田
家
と
郡
県
社
会
』
(
汲
古
書
院

二
O
O
五
)
で
は
、
前
漢
後
半
期
に
な
る
と
、
地
方
統
治
に
対
し
て
時
令
を
重
視
す
る
思
想

が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(5)
増
淵
龍
夫
「
中
閏
古
代
の
社
会
と
国
家
」
(
岩
波
書
底

一
九
九
六
)
。

(6)
楊
振
紅
「
月
令
与
秦
漠
政
治
再
探
討

l
兼
論
月
令
源
流
」
(
「
歴
史
研
究
』
三
、
二

O
O
四
)
で
は
、
『
四
時
月
令
詔
僚
』
の
月
令
は
、
秦
漠
以
来
の
月
令

の
内
容
を
継
承
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
鶴
間
和
幸
「
秦
漢
玉
権
与
農
業
」
(
『
秦
漢
史
論
叢
』
九

二
O
O
E
)
で
は
、
月
令
を
発
布
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
王
権
或
い
は
帝
権
の
農
業
に
対
し
て
の
統
治
と
い
う
意
義
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。
何
時
覧
会
前
掲
論
文
で
は
、
『
四
時
月
令
詔
候
』
が
作
り

出
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
政
治
及
ぴ
経
済
形
勢
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
し
、
朝
廷
の
権
威
を
顕
示
す
る
た
め
な
ど
の
、
王
葬
の
政
治
的
需
要
が
あ
っ



た
と
す
る
見
解
を
示
す
。
ま
た
、
影
山
剛
『
王
葬
の
除
貸
法
と
六
時
四
先
制
お
よ
び
そ
の
経
済
史
的
背
景
|
漢
代
中
国
の
法
定
金
属
貨
幣
貨
幣
経
済
事
情
高

利
貸
付
・
兼
井
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
(
私
家
版
一
九
九
五
)
で
は
、
王
葬
の
経
済
政
策
に
『
周
礼
』
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(7)
上
田
早
苗
「
「
月
令
」
と
後
漢
社
会

l
救
値
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
中
国
士
大
夫
階
級
と
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
』
一
九
八
一
ニ
)
。
斉
民

の
育
成
は
王
朝
国
家
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
で
あ
り
、
固
ま
は
弱
者
に
対
す
る
保
護
と
福
祉
を
も
そ
の
責
務
と
し
て
負
わ
辛
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
こ
う

し
た
任
務
が
、
王
葬
以
降
後
漢
時
代
を
通
じ
て
し
だ
い
に
「
月
令
」
や
『
四
民
月
令
』
に
則
っ
て
実
現
さ
れ
、
年
中
行
事
の
一
環
と
し
て
そ
の
恒
常
化
な
い

し
制
度
化
が
計
ら
れ
る
と
述
べ
る
。

(B)
藤
田
勝
久
前
掲
論
文
参
向
。

(9)
『
漢
書
』
平
帝
紀
「
一
一
月
、
置
義
和
官
、
秩
二
千
石
」
。

(
凶
)
「
漢
書
』
平
帝
紀
「
義
和
劉
歓
等
四
人
使
治
明
堂
砕
薙
」
。

日
)
吉
野
賢

「
前
漢
末
に
お
け
る
義
和
の
設
置
に
つ
い
て
」
(
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
二
一

二
O
O
三)。

(
ロ
)
金
谷
治
「
『
管
子
』
中
の
時
令
思
想
」
(
集
刊
『
東
洋
学
』
五
O

一
九
八
三
)
。

(
日
)
月
令
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
王
夢
鴎
「
礼
記
月
令
校
読
後
記
」
(
『
=
一
礼
論
文
集
』
孔
孟
学
説
叢
書

一
九
八
ご
参
照
。

(
M
H
)

『
敦
僅
懸
泉
霞
月
令
詔
僚
』
(
中
国
文
物
研
究
所
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編

二
O
O
一
)
の
釈
士
を
参
照
し
た
。
「
大
皇
大
后
詔
日
、
往

中
華
書
局

者
陰
陽
不
調
、
風
雨
不
時
、
降
農
自
安
、
不
裏
話
作
[
労
]
、
是
以
数
被
菌
害
、
側
然
傷
之
。
惟
口
帝
明
王
、
廊
不
都
天
之
磨
数
、
信
執
阪
中
、
欽
順
陰
陽
、
敬

授
民
時
、
巴
勧
耕
種
、
以
豊
年
口
、
蓋
重
吉
姓
之
命
也
。
故
建
義
和
、
立
因
子
、
時
以
成
歳
、
致
蚕
其
宜
口
歳
分
行
所
部
各
郡
」
。
口
部
分
に
つ
い
て

は
、
『
敦
埋
懸
泉
置
月
令
詔
傑
』
の
注
釈
に
し
た
が
っ
て
補
っ
た
。

(
日
)
人
員
構
成
等
に
つ
い
て
は
、
『
敦
埠
懸
泉
置
月
令
詔
傑
』
、
吉
野
賢
一
前
掲
論
文
に
お
い
て
検
証
さ
れ
て
い
る
。
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(
児
)
『
虫
記
』
暦
書
に
は
「
太
史
公
目
、
神
農
以
前
尚
突
。
差
貫
帝
考
定
星
歴
、
建
立
五
行
、
起
消
息
、
正
潤
絵
、
於
是
有
天
地
神
極
物
類
之
官
、
是
謂
五
官
。



四
)
楊
寛
「
{
今
月
令
》
考
」
(
初
出
『
制
曹
半
月
刊
』
宜

一
九
三
五
、
『
鵡
寛
古
史
論
文
選
渠
』
所
収
)
、
島
邦
夫
『
五
行
思
想
と
種
記
月
令
の
研
究
』
(
汲
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各
司
其
序
、
不
相
乱
也
。
民
是
以
能
有
信
、
神
是
以
能
有
明
徳
。
民
神
異
業
、
敬
而
不
演
、
故
神
降
之
嘉
生
、
民
以
物
享
、
災
禍
不
生
、
所
求
不
匿
。
少
峰

氏
之
衰
也
、
九
業
胤
徳
、
民
神
雑
擾
、
不
可
放
物
、
禍
富
士
持
至
、
莫
室
其
気
。
頗
漬
受
之
、
乃
命
南
正
重
司
天
以
属
神
、
命
火
正
繁
司
地
以
属
民
、
使
復
奮

常
、
無
相
侵
潰
。
其
後
三
苗
服
九
泰
之
徳
、
故
二
宮
成
廃
所
職
、
而
画
館
講
次
、
孟
陳
珍
滅
、
揖
提
無
紀
、
歴
数
失
序
。
莞
復
遂
重
副
都
之
後
、
不
忘
奮
者
、

使
復
典
之
、
而
立
義
和
之
官
。
明
時
正
度
、
則
陰
陽
調
、
風
雨
節
、
茂
気
至
、
民
無
天
疫
。
年
寄
禅
舜
、
申
戒
士
祖
、
云
『
天
之
暦
数
在
爾
錦
』
。
舜
亦
以
命

馬
、
由
是
観
之
、
王
者
所
重
也
」
と
あ
る
。

(
口
)
『
史
記
』
天
官
書
に
は
「
昔
之
惇
天
数
者
、
高
辛
之
前
、
重
葉
。
於
宥
虞
、
義
和
。
有
夏
、
昆
吾
。
段
商
、
亙
成
。
周
室
、
史
侠
蔓
弘
。
宋
、
子
章
。

鄭
則
樽
竃
。
在
斉
、
甘
公
。
楚
、
唐
味
。
越
、
手
皐
。
鏡
、
石
申
」
と
あ
る
。

(
回
)
『
史
記
」
太
子
公
自
序
に
、
「
北
自
在
嗣
頭
命
南
正
重
以
南
天
、
北
正
察
以
司
地
。
唐
虞
之
際
、
紹
重
繁
之
後
、
、
使
復
典
之
、
至
千
夏
商
、
故
重
察
氏
世
序

天
地
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
天
地
の
序
を
保
つ
も
の
と
し
て
、
義
和
で
は
な
く
童
謡
事
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
義
和
に
対
し
て
の
認
識
が
、

天
文
暦
象
官
と
し
て
の
域
を
出
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
四
時
の
序
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
の
六
家
要
旨
に
、
「
嘗
婿
観
陰

陽
之
術
、
大
祥
而
衆
忌
韓
、
使
人
拘
而
多
所
長
、
然
其
序
回
時
之
大
順
、
不
可
失
也
」
と
し
て
、
陰
陽
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
術
で
あ
る
と
い
う
も
の
の
、
四

時
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
漢
書
』
芸
文
志
で
は
、
陰
陽
家
の
源
流
と
し
て
「
義
和
之
官
」
を

挙
げ
、
ま
た
、
術
数
略
に
お
い
て
も
、
「
数
術
は
、
皆
明
堂
義
和
史
卜
の
職
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
義
和
が
特
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

古
書
院

一
九
七
ご
、
王
夢
鴎
前
掲
論
文
な
ど
参
照
。
貌
相
が
挙
げ
る
「
明
堂
月
令
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
、
『
札
記
』
祭
法
鄭
玄
注
に
引
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
「
明
堂
月
令
」
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
形
の
時
令
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。
明
掌
と
四
時
の
時
令
説
に
つ
い
て
の
関
係
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
本
来
、
本
稿
で
も
示
唆
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
言
及
を
控
え
た
。

(
加
)
「
漢
書
』
貌
相
伝
に
は
「
又
数
表
釆
島
陰
陽
及
明
堂
月
令
奏
之
、
日
『
臣
相
幸
得
備
員
、
奉
職
不
修
、
不
能
宜
広
教
化
。
陰
陽
来
和
、
災
害
未
息
、
笹
在



臣
等
。
臣
聞
易
目
、
「
天
地
以
順
動
、
故
日
月
不
過
、
四
時
不
式
、
聖
王
以
順
動
、
故
刑
罰
清
而
民
服
」
。
天
地
変
化
、
必
係
陰
陽
、
陰
陽
之
分
、
以
日
為
紀
。

日
冬
夏
豆
、
則
八
風
之
序
立
、
万
物
之
性
成
、
各
有
常
識
、
不
得
相
干
。
東
方
之
神
太
美
、
乗
震
執
規
司
春
、
南
方
之
神
炎
神
、
乗
離
執
衡
司
夏
、
西
方
之

神
少
美
、
乗
免
執
矩
司
秋
、
北
方
之
神
韻
頭
、
乗
攻
執
権
司
冬
、
中
央
之
神
黄
帝
、
乗
坤
艮
執
縄
司
下
土
。
姦
五
帝
所
司
、
各
有
時
也
。
東
方
之
卦
不
可
以

治
西
方
、
南
方
之
卦
不
可
以
治
北
方
。
春
興
党
治
則
飢
、
秋
興
震
治
則
華
、
丸
、
輿
離
治
則
池
、
夏
興
吹
治
則
軍
」
と
あ
る
。
「
入
風
之
序
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
月
令
の
思
想
系
統
と
し
て
は
、
『
“
港
南
子
』
時
則
訓
の
形
態
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
東
西
南
北
及
び
中
央
の
神
の
存
在
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
時
四
方
の
概
念
と
五
行
の
概
念
が
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
月
令
に
お
け
る
四
時
と
陰
陽
五
行
と
の
結
合
に
つ

い
て
は
、
「
夏
小
正
」
は
、
陰
陽
五
行
の
影
響
が
な
い
原
始
的
農
暦
で
あ
り
、
『
管
子
」
以
降
、
次
第
に
陰
陽
五
行
の
影
響
が
強
ま
っ
て
く
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
王
夢
岡
崎
前
掲
論
文
、
金
谷
治
前
掲
論
文
参
照
。

(
幻
)
こ
の
高
祖
期
の
事
例
に
関
し
て
は
、
「
史
記
』
『
漢
書
』
中
に
該
当
箇
所
が
見
当
た
ら
な
い
。
『
四
庫
全
書
』
考
詮
は
、
「
按
此
越
莞
疑
男
是
一
人
必
非
江
邑

侯
代
周
昌
為
御
史
大
夫
者
也
。
上
士
云
棺
園
臣
何
、
御
史
大
夫
臣
園
田
、
将
軍
直
陵
、
太
子
太
侍
臣
遇
、
其
事
富
在
高
帝
十
年
之
初
、
丞
相
之
改
稿
相
圏
、
周

昌
之
出
為
越
相
、
而
趣
嘉
代
為
御
史
大
夫
、
叔
孫
通
之
白
奉
常
徒
為
太
子
太
惇
。
皆
此
年
事
也
。
据
功
臣
表
、
江
邑
侯
越
義
、
以
漢
五
年
為
御
史
、
則
未
嘗

為
中
弱
者
実
。
」
と
し
て
、
高
祖
十
年
の
こ
と
と
す
る
。
義
和
か
ら
高
祖
へ
と
話
を
展
開
す
る
の
は
、
漢
家
が
嘉
の
後
を
、
つ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し

た
も
の
と
も
い
え
る
。
義
和
に
よ
っ
て
四
時
の
形
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
高
祖
の
例
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
今
祖
宗
故
事
e

の
意
識
が
強
か
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。
『
漢
書
』
貌
相
伝
の
、
「
相
明
易
経
、
有
師
法
、
好
餌
漠
故
事
及
使
宜
章
奏
、
以
為
古
今
異
制
、
方
今
務
在
奉
行
故
事
而
己
」
が
そ
の
傍

証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

(n)
四
時
に
順
っ
て
政
事
を
行
う
と
い
う
考
え
は
、
す
で
に
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
五
年
条
に
、
子
産
の
言
葉
と
し
て
「
為
政
事
庸
力
行
務
以
従
四
時
」
と

あ
る
。
競
相
は
上
奏
士
冒
頭
で
、
陰
陽
不
和
の
責
任
を
自
分
に
求
め
て
い
る
。
『
漢
書
』
主
陵
伝
に
は
「
陛
下
不
知
其
鷲
下
使
待
罪
宰
相
、
宰
相
者
上
佐
天
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子
、
理
陰
陽
、
順
四
時
、
下
遂
万
物
之
宜
」
と
し
て
宰
相
に
四
時
の
責
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。



以
日
至
易
故
火
、
庚
成
寝
兵
、
不
悪
事
室
甲
寅
五
目
。
臣
請
布
臣
昧
死
以
間
」

(
m
E
U

5
m
)
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(
怨
)
大
庭
氏
に
よ
る
元
康
五
年
詔
書
珊
の
復
元
が
模
範
的
で
あ
る
(
『
奏
漢
法
制
史
の
研
究
』
一
九
八
二
)
。
『
居
延
漢
簡
」
「
御
史
大
夫
吉
味
死
言
、
丞
相
相
上

大
常
国
白
書
一
一
言
、
大
史
丞
定
言
、
元
康
五
年
五
月
二
日
壬
子
日
夏
至
、
宜
寝
兵
、
大
宮
持
井
、
更
水
火
、
進
鳴
鶏
、
謁
以
問
。
布
昔
用
者
・
臣
謹
案
比
原
告
一
市
御

者
、
本
衡
持
大
宮
御
井
、
中
一
一
千
石
・
二
千
石
令
官
各
持
、
別
火
官
先
夏
至
一
目
、
以
除
随
取
火
、
授
中
二
千
石
・
二
千
石
官
在
長
安
雲
陽
者
、
其
民
皆
受
、

(M)
『
続
漢
書
』
吉
宮
志
で
は
、
太
史
令
の
職
に
つ
い
て
、
「
掌
天
時
星
暦
、
凡
歳
将
終
、
奏
新
年
暦
、
九
園
祭
記
喪
安
之
事
、
掌
奏
良
日
及
時
節
禁
忌
、
凡
国

有
瑞
応
災
異
、
掌
記
之
」
と
あ
る
が
、
前
漢
に
お
い
て
は
、
太
史
帝
が
「
掌
奏
良
目
及
時
節
禁
忌
」
の
職
掌
を
担
う
と
い
う
明
確
な
記
事
は
み
ら
れ
な
い
。

『
漢
書
』
王
葬
伝
に
は
、
太
史
λ

す
が
時
節
の
こ
と
を
担
う
こ
と
に
つ
い
て
、
「
禄
日
太
史
令
宗
宣
典
星
歴
、
候
気
変
、
以
凶
為
吉
、
乱
天
文
、
誤
朝
廷
」
と
あ

る
が
、
時
節
禁
忌
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
月
令
書
に
は
時
節
に
先
立
っ
て
太
史
が
天
子
に
時
節
の
訪
れ
を
報
告
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ニ
の
元

康
五
年
の
例
は
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
時
令
の
形
式
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
お
)
王
子
今
「
秦
漢
時
期
気
候
状
況
的
歴
史
学
再
考
察
」
(
『
歴
史
研
究
」
一
一

一
九
九
五
)
参
照
。

(
お
)
例
え
ば
『
漢
書
」
芸
文
志
に
お
い
て
も
、
『
四
時
五
行
時
令
経
」
な
ど
の
書
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
月
令
の
名
を
冠
し
た
書
名
は
み
ら
れ
な
い
。

(
幻
)
藤
田
勝
久
前
掲
論
文
で
は
、
時
禁
は
官
吏
の
規
範
と
な
る
べ
き
思
想
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
主
葬
期
に
お
け
る
時
禁
の
厳
行
を
管
理
に
促
す
例
と
し

て
、
『
居
延
漢
簡
』
「
制
詔
、
納
吾
一
口
其
令
百
遼
屡
省
所
典
修
厩
職
、
務
順
時
気
.
始
建
国
夫
鳳
三
年
十
一
月
戊
寅
下
」
(
開
司
↓
印
P
E
)

が
み
ら
れ
る
。

(
施
)
元
始
四
年
の
風
俗
覧
観
の
記
事
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
漢
書
』
平
帝
紀
「
遺
太
僕
王
揮
等
八
人
置
副
板
節
分
行
天
下
覚
観
風
俗
」
、
『
漢
書
』
王
葬
伝
上

「
遺
大
司
徒
司
直
陳
崇
等
八
人
分
行
天
下
寛
観
風
俗
」
。

(
却
)
担
当
官
が
園
内
を
巡
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
『
呂
氏
春
秋
』
孟
夏
紀
に
「
天
子
始
締
。
命
野
虞
、
出
行
田
原
、
労
農
勧
民
、
無
或
失
時
。
命

司
徒
、
循
行
牒
都
。
命
農
勉
作
、
無
伏
千
都
」
と
あ
り
、
ま
た
『
目
氏
春
秋
」
孟
冬
紀
に
も
「
天
子
始
装
。
命
有
司
目
、
天
気
上
騰
、
地
気
下
降
、
天
地
不

通
、
関
而
成
冬
。
令
百
官
、
謹
蓋
戴
。
命
司
徒
、
循
行
積
緊
、
無
有
不
敬
、
埼
域
郭
」
と
あ
る
。



(
初
)
上
回
早
苗
一
九
八
三
参
照
。

(
担
)
「
漢
書
』
武
帝
紀
「
今
遣
博
士
大
等
六
人
分
循
行
天
下
、
存
問
鯨
寡
廃
疾
、
無
以
自
振
業
者
貸
典
之
」
。

(
沼
)
「
漢
書
』
宣
帝
紀
「
九
月
、
詔
目
、
「
朕
惟
百
姓
失
職
不
婚
、
遣
使
者
循
行
郡
国
間
民
所
疾
苦
」
。

(
お
)
貌
相
の
こ
の
提
一
一
百
は
、
派
遣
す
る
使
者
と
し
て
博
士
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
武
帝
期
の
例
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

(
鈍
)
宣
帝
期
の
例
と
し
て
は
、
『
漢
書
』
宣
帝
紀
五
鳳
四
年
、
夏
四
月
に
「
御
史
二
十
四
人
循
行
天
下
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

(
お
)
哀
帝
の
時
の
記
事
も
、
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
漢
書
』
哀
帝
紀
の
緩
和
二
年
に
は
、
「
垣
間
日
『
朕
承
宗
廟
之
重
、
戦
戦
競

税
、
慢
失
天
心
。
問
者
日
月
亡
光
、
五
星
失
行
、
郡
国
比
比
地
動
。
乃
者
河
南
頴
川
郡
水
出
、
流
殺
人
民
、
敗
壊
鹿
舎
。
朕
之
不
徳
、
民
反
蒙
事
、

朕
甚

憧
駕
。
己
光
禄
大
夫
循
行
挙
籍
、
賜
死
者
棺
銭
、
人
三
千
』
」
と
あ
る
。

お
)
大
櫛
敦
弘
「
後
漢
時
代
の
行
幸
」
(
「
人
文
科
学
研
究
』
七

一一

0
0
0
)
、
「
前
漢
武
帝
期
の
行
幸
」
(
『
秦
漢
史
学
会
会
報
』
五

二
O
O
四
)
参
照
。

(
幻
)
例
え
ば
『
塩
鉄
論
』
カ
耕
篇
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
文
学
目
、
古
者
十
一
而
税
、
津
梁
、
以
時
入
而
無
禁
、
家
民
成
被
南
翫
而
不
失
其
務
。
故

年

耕
而
徐
一
年
之
蓄
、
九
年
耕
有
三
年
之
害
、
此
爵
湯
所
以
備
水
皐
而
安
百
姓
也
。
草
莱
不
閥
、
田
嶋
不
治
、
難
檀
山
海
之
財
、
通
百
味
之
利
、
猶
不
能
漏
也
。

是
以
古
者
尚
力
務
本
商
種
樹
繁
、
拐
耕
趣
時
而
衣
食
足
、
難
累
凶
年
而
人
不
病
也
。
故
衣
食
者
、
民
之
本
。
稼
積
者
、
民
之
務
也
。
一
一
者
修
則
国
富
而
民
安

也
」

(
お
)
「
成
被
南
弘
」
は
『
詩
碑
拙
』
幽
風
七
月
、
「
種
樹
」
は
、
予
漕
渓
墓
〈
集
簿
〉
に
、
「
春
盆
樹
」
と
あ
る
。
予
湾
の
「
以
春
令
成
戸
一
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

邪
義
田
「
月
令
奥
西
漢
政
治

1
従
予
湾
集
簿
中
的
「
以
春
令
成
戸
」
説
起
」
(
『
新
史
学
』
九
i
一

一
九
九
八
)
、
楊
振
紅
二

O
O
四
参
照
。

(
羽
)

『
塩
鉄
議
』
授
時
篇
に
も
、
「
大
夫
臼
『
県
官
之
於
百
姓
、
若
慈
父
之
於
子
也
。
忠
駕
能
勿
諺
乎
。
愛
之
能
勿
労
乎
。
故
春
親
耕
以
勧
農
、
賑
貸
以
溜
不
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足
、
通
清
水
、
出
軽
繋
、
使
民
務
時
也
。
。
賢
良
目
、
『
古
者
、
春
省
耕
以
補
不
足
、
耽
省
鉄
以
助
不
給
。
民
勤
於
財
則
貢
賦
省
、
民
勤
於
力
則
功
業
牢
。
為

民
霊
力
、
不
奪
須
史
。
故
召
伯
聴
断
於
甘
裳
之
下
、
為
妨
農
業
之
務
也
。
今
時
雨
樹
淳
、
種
E
r而
不
得
播
、
秋
稼
零
落
手
野
而
不
得
枚
。
四
時
赤
地
、
而
停



(
位
)
月
令
が
も
っ
時
空
認
識
に
つ
い
て
は
、
丁
原
植
「
月
令
梨
構
輿
古
代
天
文
的
哲
学
思
索
」
(
「
先
秦
両
漢
学
術
』

二
O
O四
)
、
金
春
峰
「
月
令
図
式
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落
成
市
、
発
春
而
後
、
懸
青
幡
而
策
土
牛
、
殆
非
明
主
勧
耕
稼
之
意
、
而
春
令
ウ
年
附
謂
也
」
」
と
あ
り
、
時
令
が
農
業
推
進
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
が
、
四
時
の
管
理
と
い
っ
た
議
論
は
見
い
だ
せ
な
い
。

(ω)
「
敦
煙
懸
泉
置
月
令
詔
傾
」
に
お
い
て
、
胡
平
生
氏
は
、
「
四
時
月
令
詔
保
』
に
劉
向
劉
散
父
子
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
聖
帝
明

王
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
傍
証
と
し
て
挙
げ
る
。

与
中
国
古
代
思
維
方
式
的
特
点
亙
其
対
科
学
、
哲
学
的
影
響
」
(
『
中
国
文
化
与
中
国
哲
学
」

一
九
八
六
)
な
ど
参
照
。




